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『
近
代
國
家
に
お
け
る
君
主
政
治
』

　
醐
　
本
書
の
箸
者
力
1
ル
・
レ
！
ヴ
呂
ソ
シ
晶
タ
イ
ソ
は
、
嘗
て
は
ド
イ
ツ

に
お
い
て
政
治
學
を
研
讃
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
ナ
チ
ス
政
権
の
匪

力
に
よ
つ
て
亡
命
し
、
現
在
は
ア
メ
リ
カ
・
マ
サ
チ
ュ
：
セ
ッ
ツ
州
の
｝
琴

び
霞
無
O
o
自
0
0
亀
o
の
政
治
學
捲
當
数
授
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
マ
ッ

ク
ス
・
ウ
呂
ー
バ
ー
に
師
事
し
、
本
書
に
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
呂
ー
パ
ー
と
そ

の
夫
入
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
献
詞
を
捧
げ
て
い
る
。

　
署
者
は
本
書
以
外
に
も
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
政
治
的
再
建
」
等
の
す
で
に
薯
名

に
な
つ
て
い
る
劣
作
が
あ
る
。
本
書
は
、
第
一
章
　
君
主
制
の
現
歌
、
第
二
章

君
主
制
の
諸
形
態
、
第
三
章
　
君
主
制
の
根
櫨
、
第
四
章
　
君
主
制
の
復
興
、

の
四
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
各
章
ご
と
に
著
者
レ
ー
ヴ
ニ
ン
シ
ュ
タ
イ

ソ
の
所
説
の
要
貼
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

七
四

（
六
一
二
）

　
第
一
章
　
君
主
制
の
現
伏
（
ご
一
Φ
ザ
0
9
試
槻
O
卜
彊
ロ
ぼ
O
ゆ
言
5
槻
＄
婦
鵠
o
矯

竃
o
匡
o
）
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
、
君
主
制
の
實
豊
的
根
櫨

は
次
第
に
薄
弱
と
な
つ
て
來
た
の
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
襲
し
た
一

九
一
四
年
頃
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
君
主
制
を
探
用
し
て
い
な
い
國
家
は
、
フ
ラ

ソ
ス
、
ス
イ
ス
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
一
九
一
〇
年
以
後
）
の
み
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
が
、
現
在
で
は
殆
ん
ど
す
べ
て
の
國
家
が
共
和
制
を
探
つ
て
い
る
。

　
現
在
君
主
制
を
探
用
し
て
い
る
國
家
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
ド
ミ
昌
オ
ソ
、

オ
ラ
ソ
ダ
、
ペ
ル
ギ
：
、
デ
ソ
マ
：
ク
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
等
の

ス
カ
ソ
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
國
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ド
ミ
ニ
オ
ソ
の
う
ち
で
も
、

南
ア
フ
リ
カ
連
邦
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
活
濃
で
あ
つ
て
、
分
離
獅
立
の
可
能

性
が
あ
る
し
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
實
際
上
共
和
國
と
い
つ
て
も
過

曽
悶
で
は
な
く
、
第
二
次
大
戦
後
は
イ
ソ
ド
も
コ
ソ
モ
ン
ウ
呂
ル
ス
の
枠
内
に
お

る
と
は
い
う
も
の
の
、
猫
立
國
と
な
つ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
ド

ミ
ニ
オ
ン
も
完
全
な
君
主
制
と
は
い
え
な
い
。
オ
ラ
ソ
ダ
、
ベ
ル
ギ
霊
、
ス
カ

ソ
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
國
は
、
政
隆
上
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
國
家
形
態
上
の
君
主
國

家
と
い
え
る
し
、
こ
の
意
昧
か
ら
は
、
モ
ナ
コ
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
等
も

君
主
制
國
家
で
は
あ
る
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
て
君
主
の
職
雫
責
任
が
問
題
醜
さ
れ
、
ロ
シ

ァ
、
ド
イ
ツ
、
オ
：
ス
ト
リ
ア
が
共
和
制
と
な
り
、
績
い
て
ト
ル
コ
、
ス
ペ
イ

ソ
が
君
主
制
を
慶
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
は
君
主
制
の
賞
饅
的
基
礎
を
崩
壌
さ

せ
る
テ
ン
ポ
を
促
進
さ
せ
、
一
九
四
六
年
六
月
二
日
の
國
民
投
票
に
よ
つ
て
イ

タ
リ
ー
で
は
サ
ヴ
ォ
イ
王
朝
を
塵
止
し
た
。

　
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
一
九
四
六
年
九
月
八
日
の
國
民
投
票
に
よ
つ
て
君
主
制
に
終

止
符
を
打
ち
、
ユ
ー
ゴ
L
ス
ラ
ピ
ー
で
は
チ
ト
ー
が
ピ
ー
タ
ー
幼
帝
を
國
外
に



遭
放
し
、
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
、
共
産
主
義
國
家
に
君
主
が
存
在
す
る
と
い
う
奇

妙
な
現
象
が
暫
時
起
つ
た
が
、
一
九
四
七
年
の
暮
に
ミ
カ
エ
ル
王
は
亡
命
し
た
。

　
ギ
リ
シ
ヤ
に
お
い
て
の
み
、
イ
ギ
リ
ス
の
銃
創
と
ア
メ
リ
カ
の
財
力
が
君
主

制
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。

　
ヨ
ー
冒
ッ
パ
以
外
で
も
中
國
に
お
い
て
は
一
九
二
年
以
後
共
和
制
を
と

り
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
絃
名
目
的
に
は
オ
ラ
ソ
ダ
の
王
冠
を
載
い
て
膿
い
る
が
、

賞
質
上
は
共
和
國
で
あ
り
、
ピ
ル
マ
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
南
北
爾
朝
鮮
等
い
ず

れ
も
共
和
國
で
あ
る
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
（
恐
ら
く
頗
る
賢
明
な
）

に
よ
つ
て
「
國
民
統
合
の
象
徴
」
と
し
て
の
天
皇
が
存
績
し
、
新
憲
法
に
よ
っ

て
國
事
行
爲
槽
を
保
有
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
世
紀
前
は
、
世
界
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
た
君
主
制
は
、
第
一
家
世
界
大
職

を
契
機
と
し
、
更
に
第
二
次
世
界
大
戦
を
輕
過
し
て
、
現
在
は
「
残
澤
」

（
凶
伊
目
目
Φ
昌
ざ
ぎ
謬
＄
）
と
し
て
存
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
第
一
章
に

お
い
て
薯
者
は
「
君
主
制
の
現
駅
」
を
概
観
し
、
次
い
で
第
二
章
「
君
主
制
の

諸形

態
」
に
論
を
展
開
す
る
。

　
二
　
「
君
主
制
の
諸
形
態
」
を
論
述
す
る
前
提
と
し
て
、
君
主
制
、
共
和
制
の

概
念
を
明
確
に
す
る
に
鳳
、
當
初
に
國
家
形
態
（
ω
§
富
騰
9
琶
）
と
政
治
形

態
（
国
o
胤
o
講
日
魑
惰
8
ヨ
）
を
匠
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
倒
え
ば
、
イ

ギ
リ
ス
は
國
家
形
態
は
君
主
制
で
あ
る
が
、
政
治
形
態
は
民
主
制
で
あ
り
、
ソ

蓮邦は、

國
家
形
態
は
共
和
制
で
あ
つ
て
も
、
政
治
形
態
は
獅
裁
主
義
で
あ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
國
家
形
態
と
し
て
君
主
制
、
共
和
制
の
便
値
剣
噺
を
な
す
こ

と
は
要
當
で
は
な
い
。
政
治
権
力
の
所
在
、
更
に
そ
の
政
治
槌
力
が
い
か
に
し

て
國
家
意
思
を
形
成
し
、
國
家
指
導
を
な
す
か
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
紹
介
　
と
　
批
静

　
君
主
制
は
人
類
の
創
邉
し
た
制
度
の
う
ち
、
最
も
首
く
．
長
年
月
を
経
過
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
超
感
覧
的
、
紳
秘
的
、
榊
話
的
色
彩
を
お
び
る

に
至
つ
た
ほ
ど
人
間
感
情
に
根
ざ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
民
主
共
和
制
は
、

合
理
性
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
君
主
制
と
は
封
照
的
で
あ
る
。
デ
モ
ク

ラ
ツ
ー
に
も
「
＜
。
穿
Φ
易
。
ぎ
目
o
O
。
詳
Φ
易
・
ぎ
目
①
」
と
か
「
愛
＜
。
涛

一
9
慕
霞
国
呂
＄
一
岩
目
臼
琶
魯
φ
冨
ε
と
か
い
つ
た
紳
話
的
な
形
容
語
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
的
根
嫁
で
は
な
く
、
箪
な
る
修
飾

語
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
績
い
て
、
レ
ー
ヴ
ニ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
、
世
襲
君
主

制、

君
主
逡
暴
制
を
歴
史
的
賓
例
を
以
て
読
明
し
、
專
制
看
主
制
、
君
主
権
の

後
退
（
ご
す
客
鱒
菖
o
冒
包
謎
敏
崔
冒
O
壁
島
窪
国
3
5
Φ
）
の
吠
況
を
述
べ
、
立
憲

君
主
制
（
中
欧
型
）
と
議
曾
主
義
的
君
主
制
（
西
欧
型
）
を
分
け
て
考
察
す
る
。

　
署
者
に
よ
れ
ば
、
中
厭
型
立
憲
霜
主
制
の
特
質
は
、
一
般
に
■
0
8
諄
猪
器

9
0
q
o
竃
o
旨
Φ
の
形
式
を
探
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
嚢
主
は
統
治
者
で
あ

る
の
と
同
時
に
．
政
治
構
力
の
保
持
者
な
の
で
あ
る
。
署
者
は
こ
の
型
の
立
憲

君
主
制
を
、
ド
イ
ッ
の
實
例
を
學
げ
て
詳
細
に
説
明
し
、
こ
の
中
厭
型
、
或
い

は
ド
イ
ッ
型
立
憲
君
主
制
は
、
バ
ル
カ
ン
諸
國
に
も
現
れ
、
こ
の
型
は
凋
裁
制

へ
の
這
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
、
議
會
主
義
的
暑
主
制

の
特
徴
は
、
■
0
3
画
猛
唱
6
日
ゆ
貿
留
器
Φ
見
o
琴
O
琶
O
霧
の
定
型
で

あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
君
主
は
國
事
行
爲
の
み
で
國
政
権
能
は
な
い
も
の
で

あ
る
。

　
前
渚
を
ド
イ
ッ
型
と
す
れ
ば
、
後
着
は
イ
ギ
リ
ス
型
で
あ
る
と
し
て
、
イ
ギ

リ
ス
に
お
け
る
議
曾
主
義
的
君
主
制
の
展
開
状
況
を
説
明
し
て
い
る
。

　
し
か
し
て
、
君
主
制
の
歴
史
的
考
察
と
現
欣
を
論
述
し
た
著
者
は
、
結
論
と

し
て
、
專
制
君
主
制
は
も
は
や
存
績
の
可
能
性
は
な
く
、
立
憲
君
主
制
で
す
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
六
一
三
）



　
　
　
　
紹
　
介
　
と
　
批
詐

世
界
の
民
主
主
義
的
趨
勢
の
前
に
は
存
練
し
え
な
く
な
り
、
僅
に
イ
ギ
リ
ス
の

例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
歴
史
的
、
國
民
心
理
的
條
件
に
根
撮
を
有
す
る
議
會

主
義
的
君
主
制
が
存
績
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
。

　
冒
一
第
三
章
君
主
制
の
根
擦
e
♂
図
8
鐸
晦
霞
菖
讐
冒
瞬
）
に
つ
い
て
、

磐
者
は
「
感
情
的
根
擦
（
9
0
鐙
o
ま
屠
ロ
ヨ
欝
貫
o
犀
①
魯
菖
①
詳
蒔
毒
瞬
）
」

と
「
合
理
的
根
撮
（
U
凶
①
ε
岳
富
昌
3
目
器
凝
o
閑
8
プ
詫
霞
菖
瞬
毒
瞬
）
」
の

二
つ
に
大
別
し
て
考
察
し
て
い
る
。

　
更
に
「
感
情
的
根
擦
づ
け
」
も
細
別
す
る
な
ら
ば
、
王
権
紳
授
読
を
以
て
典

型
と
す
る
自
然
襲
生
的
政
治
形
態
と
し
て
信
奉
せ
ら
れ
る
「
宗
教
的
要
素
」
に

よ
る
も
の
、
家
父
長
権
的
思
想
か
ら
由
來
す
る
「
國
民
の
父
」
と
し
て
崇
拝
す

る
も
の
、
『
正
統
性
」
の
思
想
、
す
な
わ
ち
、
特
定
の
傳
統
的
家
系
の
支
配
に
合

法
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
思
想
、
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。
然
し
、
最
後
の
正
統

性
に
よ
る
感
情
的
根
擦
づ
け
に
は
、
二
つ
の
大
前
提
を
必
要
と
す
る
。
換
言
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
前
提
が
な
け
れ
ば
正
統
性
の
存
立
要
件
が
な
い
の
で
あ
る
。

第
一
の
前
提
は
、
王
家
が
古
く
て
そ
の
支
配
す
る
國
土
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る

必
要
で
あ
り
、
第
二
は
、
所
謂
蓮
綿
と
し
て
臨
絶
の
な
い
王
朝
血
統
の
支
配
と

い
う
’
甕
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
が
あ
れ
ば
、
國
民
心
理
の
う
ち
に
、
支
配
の
正
統
性
の
感
情
的
根

操
が
持
練
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
合
理
的
根
撮
に
つ
い
て
も
、
薯
者
は
吹
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、

　
ω
中
立
的
権
力
と
し
て
の
君
主
制
（
ロ
敏
崔
9
理
o
舞
Φ
”
冨
5
豊
宵
包
o

O
o
暑
包
ε

七
六

（
六
一
四
）

③
國
家
の
象
轡
的
具
饅
と
し
て
の
君
主
制
（
ご
一
〇
旨
§
霞
魯
♂
募
o塵
旨
，

ご
9
置
o
ザ
o
＜
o
㎏
評
α
著
Φ
旨
冒
㎎
画
o
胆
ω
“
器
＄
堕
）

⑧
暑
主
制
と
國
家
機
關
（
9
0
目
。
旨
器
霞
O
β
呂
3
賜
OO
§
「
匿
唱
饗
・

旨詮

）
で
あ
る
。

　
ω
中
立
的
権
力
と
し
て
君
主
制
の
必
要
を
み
と
め
る
見
解
は
、
冨
O
且
㌣

羅
ぎ
O
o
話
酔
磐
龍
の
「
立
憲
君
主
制
は
大
き
い
特
質
を
有
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
零
主
の
人
格
の
5
ち
に
中
立
的
灌
力
を
創
り
出
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
君
主
の
入
格
は
傳
統
や
同
想
に
ふ
ち
ど
ら
れ
て
公
衆
か
ら
尊
敬
さ
れ

る
。
こ
の
奪
敬
こ
そ
政
治
権
力
の
基
底
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
考
え

か
ら
派
生
し
て
い
る
。
コ
ソ
ス
タ
ソ
の
こ
の
三
権
分
立
論
に
附
加
し
た
第
四
の

中
立
権
力
と
し
て
の
看
主
権
を
、
著
者
は
君
主
制
存
立
の
合
理
的
基
礎
の
雄
な

る
も
の
と
し
て
當
初
艇
論
じ
て
い
る
。

　
③
　
翼
主
権
を
中
立
権
力
と
す
る
見
解
は
、
必
然
的
に
碧
主
を
國
家
的
統
一

の
象
歓
と
し
、
具
瞭
的
な
國
家
の
中
心
存
在
と
し
て
し
ま
う
。
一
八
・
九
世
紀

の
精
稗
的
風
土
（
＜
Φ
旨
β
冒
ま
匹
凶
暴
）
に
お
い
て
成
立
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

は
、
各
國
家
の
政
治
生
活
に
お
い
て
政
治
的
シ
ソ
ボ
ル
の
重
要
性
を
看
過
し
て

い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
観
融
か
ら
論
ず
れ
ぱ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
8
よ
り
中
世
的
裏
制
君
主

制
や
現
代
型
の
大
衆
猫
裁
政
治
の
方
が
む
し
ろ
は
る
か
に
秀
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
具
畿
的
象
徴
を
政
治
生
活
の
中
心
に
お
き
、
そ
れ
に
よ
つ
て
政

治
的
國
家
統
一
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
⑧
暑
主
制
と
國
家
機
關
に
つ
い
て
、
著
者
は
君
主
制
と
官
僚
機
構
、
君
主

制
と
軍
隊
に
分
け
て
い
る
。

　
m
デ
モ
ク
ラ
シ
；
國
家
に
お
け
る
よ
り
も
、
婁
．
制
君
主
制
國
家
に
お
い
て
、



有
能
な
官
僚
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
ブ
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
・
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

國
、
等
を
例
謹
し
て
君
主
制
と
官
僚
機
構
を
論
じ
て
い
る
が
、
著
者
憾
、
官
瞭

が
君
主
に
封
す
る
忠
誠
心
の
代
り
に
、
職
務
に
封
す
る
献
身
と
專
門
技
術
に
封

す
る
誇
り
が
あ
る
な
ら
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
も
信
頼
し
う
る
官
僚
が

形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
い
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
職
業
官
僚
の
護
達
を
例

醗
し
て
い
る
。

　
㈲
強
力
な
軍
隊
の
た
め
君
主
を
必
要
と
す
る
考
え
方
は
、
過
去
に
お
い
て
は

要
當
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
國
民
の
防
衛
意
志
や
軍
除
の
力
は
政
治
形
態
と

は
不
可
分
の
も
の
で
は
な
い
。

　
四
　
第
四
章
　
君
主
制
の
復
興
に
つ
い
て
（
q
び
霞
島
Φ
閑
雷
雷
嵩
彗
一
8

α霞旨

2
霞
o
試
①
）
で
は
、
そ
の
復
興
の
仕
方
（
日
Φ
o
ぎ
算
島
霞
寄
警
”
穿

旨
銭
9
）
を
述
べ
、
近
代
史
に
お
け
る
翼
主
制
復
活
を
論
じ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
現
今
君
主
制
の
復
興
を
阻
止
す
る
た
め
に
憲
法
に
明
文
化
し
て

い
る
國
家
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
三
つ
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
は
翫
に
一
八
八
四
年
に

共
和
制
を
改
璽
す
る
よ
う
な
憲
法
改
正
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の

規
定
を
、
一
八
七
五
年
二
月
の
憲
法
に
附
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
四
六
年

の
新
憲
法
九
五
條
に
も
そ
の
ま
ま
探
用
し
て
い
る
。

　
イ
タ
リ
ヤ
で
は
、
そ
の
一
九
四
七
年
憲
法
の
第
一
三
九
條
に
フ
ラ
ソ
ス
憲
法

の
そ
の
趣
旨
を
規
定
し
て
い
る
し
、
西
ド
イ
ッ
基
本
法
で
は
、
第
七
九
條
第
三

項
で
第
一
條
、
第
二
〇
條
の
規
定
に
砥
鯛
す
る
よ
う
な
基
本
法
の
攣
更
を
禁
じ

て
い
る
。
第
二
〇
條
は
ド
イ
ッ
蓮
邦
共
和
國
の
規
定
で
あ
る
故
、
蓮
邦
で
も
各

邦
で
も
暑
主
制
を
採
用
す
る
こ
と
は
法
的
に
不
可
能
と
な
つ
て
い
る
。

　
然
し
、
君
主
制
の
復
活
は
非
合
法
な
革
命
的
手
段
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
紹
介
　
と
　
批
舗

が
あ
る
か
ら
、
問
題
は
法
規
で
は
な
く
、
君
主
制
復
活
を
可
能
に
す
る
傑
件
で

あ
る
と
し
て
、
暑
主
制
復
活
の
吐
會
學
と
生
物
學
（
N
肖
砿
o
臥
9
0
魅
O
目
旨

切
ご
ざ
鴨
①
盆
帰
閑
窪
冨
属
墨
菖
0
5
）
に
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
著
者
は
次
の
五
つ
の
項
目
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

国
貯
匹
9
9
冒
o
篭
“
宵
旨
o
壁
器
躍
o
（
君
主
制

の
民
主
的
表
現
）

　
③
∪
δ
零
昌
毘
睾
困
毬
器
冒
（
肚
會
階
級
）

　
⑧
U
冨
幹
毯
鉱
色
Φ
憩
章
臼
禮
O
画
3
旨
o
轟
轄
9
皆
（
君
主
制
の
財
政

的
基
礎
）

　
㈲
臣
O
駕
9
轟
嘗
富
O
O
9
8
畠
縄
国
O
轟
羅
9
0
（
君
主
制
の
生
物
學
的

側面）

　
⑤
ピ
躍
釜
目
甘
冒
琶
β
区
O
涛
富
言
轄
（
正
統
主
義
と
凋
裁
）

で
あ
る
。
そ
の
要
旨
に
簡
輩
に
編
れ
て
み
る
。

　
若
し
も
君
主
制
が
復
活
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
實
際
に
支
醗
し
た
か

つ
て
の
專
制
君
主
政
治
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
君
主
は
民
主
化
さ
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
特
殊
の
教
養
よ
り
む
し
ろ
一
般
的
な
市
民
の
教
養
を
必
要
と
す
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
叉
、
君
主
制
を
復
活
す
る
た
め
に
は
、
君
主
制
の
指
手
に
な
る

階
級
が
必
要
で
あ
る
。
土
地
貴
族
、
一
般
貴
族
、
將
校
團
、
上
級
官
僚
、
大
地

主
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
君
主
制
復
活
を
要
望
し
、
そ
の
要
望
を
充
足
す
る
に

た
る
赴
會
情
勢
を
必
要
と
す
る
。
現
今
の
肚
會
の
二
大
階
級
は
費
本
家
と
勢
働

者
で
あ
り
、
資
本
家
は
管
利
を
中
心
と
し
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
管
利

の
た
め
君
主
制
を
支
持
す
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
、
そ
れ
以
外
の
何
ん
ら
の
理
由

も
な
い
。
螢
働
渚
階
級
は
土
ハ
和
制
を
支
持
す
る
。
そ
れ
故
君
主
制
を
復
活
さ
せ

る
に
は
、
有
産
階
級
を
支
持
暦
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
廣
汎
な
國
昆
暦
に
封

七
七

（
六
一
匠
）



紹
介
　
と
　
批
　
舗

す
る
働
き
か
け
を
計
寳
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
叉
、
財
政
的
基
礎
か
ら
み

れ
ば
、
君
主
制
復
活
の
た
め
に
は
支
持
政
窯
の
政
治
資
金
、
そ
の
他
の
資
金
が

相
當
額
必
要
で
あ
り
、
著
者
は
こ
の
観
鮎
か
ら
み
て
も
、
嚢
主
制
復
活
の
可
能

性
は
見
込
み
が
な
い
と
す
る
。

　
生
物
學
的
観
織
か
ら
君
主
制
の
復
興
を
み
る
な
ら
ば
、
往
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
各
王
家
で
は
、
優
生
學
上
の
所
謂
「
同
族
結
婚
」
が
績
い
た
た
め
、
軍
調
と

愚
鈍
の
逡
傳
が
現
れ
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
。

　
君
主
制
復
活
は
、
こ
の
よ
う
な
生
物
學
的
観
野
か
ら
も
再
徐
討
さ
れ
、
そ
の

是
非
が
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
で
各
章
ご
と
に
レ
ー
ヴ
呂
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
所
読
の
要
結
を
簡
輩
に
紹

介
し
て
み
た
。

　
政
治
學
の
文
献
の
う
ち
で
、
こ
の
著
書
の
よ
う
に
暑
主
制
を
多
角
的
覗
野
か

ら
、
歴
史
的
省
察
と
理
論
的
解
明
を
併
行
し
て
試
み
た
も
の
は
、
め
ず
ら
し
い

と
思
う
。

　
政
治
制
度
を
砥
究
す
る
も
の
に
と
つ
て
、
一
讃
に
便
す
る
文
献
か
と
思
わ
れ

る
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
田
眞
鋤
）

七
八

（
六
一
六
）

男
旨
O
ユ
旨
O
げ
客
O
暑
9
貯
o
司
の
置
“

　
U
器
α
o慶
言
昌
鉱
o
富
9
0
の
訂
鑑
器
o
鐸
営

　
o陰
虫
5
魯
O
崔
β
含
慧
磯
曾
（
る
蜜
）

　
　
　
　
〈
霞
『
瞬
oo
帥
旨
冨
急D
毅
qo。

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ノ
ヴ
ァ
コ
ウ
ス
キ
ー
著

『
オ
｝
ス
ト
リ
ア
刑
法
綱
要
』

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
フ
リ
：
ド
リ
ッ
ヒ
・
ノ
ヴ
ァ
コ
ゥ
ス
キ
ー
は
、
現
に
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
イ
ソ
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
學
で
刑
法
を
講
じ
て
い
る
中
堅
の
刑
法
學
者

で
あ
る
。
箸
者
の
脛
歴
に
つ
い
て
の
詳
細
は
｛
筆
者
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
。
そ
の
作
品
も
、
あ
ま
り
数
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
本
書
は
、

豊
系
書
と
し
て
は
著
者
の
露
女
作
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
論
文
は
、
し
か

し
最
近
次
々
と
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
等
は
ひ
と
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
於

て
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
の
刑
法
雑
誌
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
み
て
も
、
著
者
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
新
進
に
し
て
有
能
な
刑
法
學
者

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
公
表
さ
れ
た
論
文
の
中
特
筆
す
べ
き

も
の
は
、
ス
イ
ス
刑
法
雑
誌
六
五
雀
（
一
九
五
〇
年
）
三
二
二
頁
以
下
の
矯
b
器

全
刑
法
雑
誌
六
三
巻
（
一
九
五
一
年
）
二
八
七
頁

以
下
の
3
N
ξ
ピ
o
嘗
o
〈
§
畠
o
婦
痴
o
魯
籔
隊
昌
鈍
丼
Φ
詳
．
、
及
び
オ
ー
ス


